
2. 地域別基準風速の設定
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For the purpose of computation of wind load for scaffold and other temporary equipments, the basic 

~ind velocity in each place of Japan has been studied in consideration of followings; 

I) We selected principal meteorological stations of 149 in Japan, and picked up the maximum values in 

every month of wind velocities that were measured at these stations from 1964 to 1977 .・ 

According to the power low of 1 /7, we arranged all above data for the wind velocities at a height 

of 1 Om from ground surface. 

In the computation of expected wind velocity, we assumed that 12 months is proper for the return 

period to scaffold and others, and we excluded the data that were measured at the stations where 

were within a radius of 15 0km of typoon because of that it is usually taken care of the stability 

of scaffold and others by the information of it. 

As the results of expected wind velocities and its contour line-map, we propose that basic wind 

velocity of 14m/sec. is appropriate for scaffold and temporary equipments expect spectial strong 

wind districts, and these districts are shown in Table 2.4. 

Civil engineering & architecture research division 
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2. 1 はじめに

風に対する仮設構造物の安全性を検討する場合，風

荷重計算のため風速を如何に採るかが大きな問題であ

る。

風速は地域によって異るし，又季節によっても変動

する。特にその地域か日本列島の何処を占めるか一例

えば，太平洋側か， 日本海側か，あるいは他の内海，

海峡等に面するか，さらに半島，湾岸，海岸，内陸平

野，山地，都市のいずれかなどーによりかなり風速が

異るため，これらを無視して日本全国を一律に扱うこ

とは不合理である。したがって日本全国を風速に応じ

て地域的に区分することが必要であると考えられる。

同様に，季節も台風などの強風シーズンであるか否

かにより，大きく風速に関係するので，年間を風速に

応じて季節的に区分することが考えられるが，台風に

は通常予報があって別途の応急対策を講ずることが可

能であるため，台風を風荷重計算において除外するも

のと考えれば，季節区分を行わなくても，あまり不合

理ではないと考えられる。 ・・ ． ． ．・ ． 

さらに以上にも増して必要なのは，風速を確率的な

観点から検討することである。例えば，仮設構造物の

存置期間中に遭遇する可能性がほとんど無いような大

きな風速を設計値に採ることは，仮設構造物に過大な

強度を要求することになり，経済的にみて実施困難な

状況に立ち至ることになる。したがって，風荷重計算

のための風速の決定においては，安全性と経済性の両

立が得られることが必要である。

本研究は，以上のような観点から，確率的にみて妥

当であると思われる基準風速値を地域別に設定するこ'

とを目的としたもので，以下にその概要を述べる。

なお，この基準風速はあくまでも基本となる風速で

あって，実際の設計では，さらに細かな変動要素一例

えば地上よりの高さによる差異，崖，丘などの局所的

な地形条件，都市の場合は周辺の建造物の位置及び大

きさ．あるいは評価時間*1などーを考慮した値を設計

風速とする必要がある。

＊ 土木建築研究部

*l 風速のように時間的に変動する量を現実に扱う場合，完全な瞬間

でなく，ある時間聞隔に対する平均値を用い，このような時間間値

隔を評価時間と称する。気象庁の風速は，特にことわらない限り評

価時間を10分間とする風速を指している。したがって本文でも同様

な取扱いをしている。

2.2 風速と単位期間

再現期間を用いて風速と出現確率を論ずる場合，風

速は単位期間中の最大値と云う 1個の値で代表させる

ため，単位期間を年，月， 日のいずれにするかを決め

ておく必要がある。

これまで，永久構造物を対象とする場合は，単位期

間に年が，風速に年最大風速が用いられている。これ

は永久構物の存置期間が数十年であることを考えると

妥当なところであると思われる。

しかし，存置期間が1年未満であることの多い仮設

構造物では，単位を年とすることには矛盾があり，又

単位を日とするのも細か過ぎて適当でない。結局仮設

構造物に対しては，単位に月を採ることが妥当である

と考えられるので風速は月最大風速を扱うことにする

2.3 再現期間及び非超過確率
と

月最大風速がある値VTを超過する確率を 1/Tとす

るとき， Tを再現期間， VT を期待風速と称している。•
今，月最大風速V の分布関数をF(v)とすれば， T

とVTとの間には次式が成立する。 , • • d 

F( vTJ= 1 ..,.1 /T ・ ・ ・ ・ ......... ・・・・・・・(2.1)

又， Mヶ月の期間中の風速のすべてが VTを超過しな

い確率，即ち非超過確率を PMとするとき，PMは次式

で与えられる。

PM= (1 -1 /T)r.J・ ·•'.····--··· …(2.2) 

ところで，安全性の見地からはPMが大であることが

好ましいのであるが， (2.1)式及ぴ(2'.2)式から明ら
. ,-, 

かなように； (PM→大）は (VT→大）をもたらし，(VT

→大）は足場等のコストの増大を招くことになる。

結局PMを如何に定めるかと云うことは，安全性と

経済性の折合いを如何につけるかに帰着することにな

るが，この問題は充分に解明されておらず， PMの定

め方に定式が無い状態である。

よってここでは，

T~12 (月）
とし，これに対する PMの計算を行うと次のように

なる。

M=3に対し， PM=(1一治）3~0.77 

M=6に対し， PM=(1一泊）伍0.59

一般に永久構造物の場合は PMを約60%位にとるこ
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とがよいと云われており o, 又前章で述べた足場の存

置期間の実情を考慮に入れれば，上記の値は充分首肯

できるものである。よって，再現期間を12ヶ月と決定

する。

.2.4 月最大風速と分布関数

年最大風速 uの分布関数をG(u)とすれば， G(u) 

は次のような二重指数関数形であらわすことができる。

G (u)=exp 〔ーexp(-au+ b1 )〕・・・・・・・・・・・・(2.3)

但し， a,b1 ; 観測結果より定められる定数

• ところで年最大風速は， 12ヶ月間に出現した12個の

月最大風速値の中の最大値であるから，今，月最大風

速vの分布関数を F(V)とすれば， G(u)とF(V)との

間には次の関数が成立する。

; G(u)= 〔F(v)v;u)12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(2.4)

．よって，

F(u)= 〔G(u)〕l/12 

=exp 〔ーexp(-au+b1-log12)) 

• このように， F(u)はG(u)と同形で，定数b1がb1-

logl2に置き換えられただけである。今，

b=b1 -logl2·•······.. ・・・・・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・・(2. 5) 

とすると F(V)は次式となる。

F (v )=exp(-exp(-av+b)〕・・・・・・・・・・・・・・・(2.6)

さて，月最大風速の分布関数が式 (2.6)であらわせ

る場合，再現期間Tに対する期待風速 v,は，次式によ

って求めることができる。 ． 

1 v, =-(b-logl-log( 1 -1/T)l 〕・・・・・・・・・・・・(2.7)
a 

a, b, はGumbelの最小二剰法叫こよって求めた。

2.5 基準風速の設定

1) 再現期待風速の算出方法について

イ 気象庁が電子計算機用磁気テープに集録した1964

年から1977年までの14年間の気象観測データのうちの，

.10分間平均風速の日最大値を原データとした。

ロ 全国の気象台や観測所の風速計の設置高は一様で

はないので，これを揃えるため，観測点の地上高さ10

mにおける風速を次式によって求めた。

U10=U( 
h a ................................. 
10 
) (2.8) 

ただし， U10 ・，地上高さ10mにおける風速 (m/s)

u ; 風速の原データ (m/s)

h ; 観測点の地上高さ (m)

a ; ½ 
ハ建設工事現場において，台風時には，事前に出さ

れる気象情報によってシートの取り外しや仮設構造物

の補強などの強風対策かとられているのが実状である

ので，このような足場に対する風速については，台風

時の観測データを除外してもよいのではないかと考え

られる。よって気象月報等2)より，我が国に接近した

台風の経路を調べ，半径 150kmの範囲内にある観測点

の観測値を除外した。

二 14年間の観測期間のうち観測所が統廃合されて，

同一地点で長期間連続した観測テ｀｀ータのないものや，

富士山頂など特殊な観測点のデータは除外した。この

結果，処理を行った地点の数は，全国で 149ケ所とな

った。

ホ 同一名称の観測所でも上記期間に観測所の位置か

移ることがあったが，移動距離か短いときには，同一

地点で得られたデータとみなすことにした。

へ 1975年頃，風速計が3杯式から風車型へと変更さ

れているが，本章では，両者による観測値を同一に扱

い特に補正していない。実際には，各地点について変

更前と変更後の総乎均値を比較したところ，変更後の

方が変更前に対し 5~15%程度小さいと云う結果がで

ている。

ト 14年間の日最大風速の自已相関を検討したところ，

日の接近したデータ間には高い相関があるが， 日がか

なり離れるとデータ間に相関が無いこと，又日が約 1

年程度離れると東北地方以北の地域でテータ間にかな

り高い相関かあることなどが判明しているのが， 14年

間に出現した 168ケの月最大風速値を相互に独立，か

つランダムなものとみなした。

1.0 

0.0 

゜-0.5 

-1.0 

Fig.2 .1 Some examples of self corelation 
functions by the daily maximum wind 

velocity 

日最大風速による自己相関関数の例
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チ 求められた各地点の期待風速をもとに全国地図上

に等風速線を描いた風速マップを作成した。ただし地

形の影響について考慮していない。
J 

以上のようにデータの取扱いについて不備な点があ

り，もっと肌目細かい配慮が必要であると思われるが

現時点では，これ以上は望めないのではないかと思わ

れる。

リ ハ，に述べたように，通常では台風時の風速は設

計の対象外としている。しかし台風対策を緊急にとる

ことが困難な場合があるかもしれないので，参考とし

て台風の風速を考慮した設計風速が計算できるように，

補正用の係数（台風係数）を求めておいた。

2) 再現期待風速算出の結果について

主要都市について，再現期間Tと期待風速値 VTとの

関係を二重指数確率紙上にプロットすれば Fig.2.2の
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含まない場合）

ようになる。年最大風速の場合と同様，大部分の地点

では直線状に分布するが．曲線又は折れ線上に分布す

る地点もある。

次に日本全国 149ケ所の観測点における再現期待風

速はTable.2.1に示すようになった。同表中(A)には

台風接近時の観測データを除外した場合， (tJ)には除

外しない場合を記し．さらに両者の比をも記入した。

これによれば，東北地方以北では，この比は，あまり

大きくなく，山形，石巻で8%増が目につく程度であ

るが，九州，四国，沖縄ではかなり大きくなることが

わかる。

さらに上記のデータをもとに全国の風速マップを作

成すると Fig.2_.Sのようになった。等風速線は，風速

14m/s; を最小値とし， 2m/sをピッチに22m/sまで描

いた。この図から，本州の中央部及び九州で海岸近く

を除けば大部分が14m/s以下の風速となることがわか

る。なお，同図中(a)は台風接近時のデータを除外し

た場合のマップ， (b)は除外しない場合のそれを示す。

3) 全国各地の基準風速の設定について ・

期待風速を以下のイ，口によって整理したものを基

準風速と呼ぶことにし， Fig.2.S(a)及びTable.2.1に

基いて設定した。

イ，基準風速は，台風接近時のデータを除外して得

られた風速マップより 14m/s以下の地域については14

m/sとし，これを超える地域については， 2m/s刻み

にする。

ロ，これらの基準風速は，市，群など行政区域毎£

設定する。同一行政区域に 2以上の再現期待風速がま

たがる場合には，その大きさと，面積の広さ及び地形

の影響等を考慮し設定した。

ハ，親測点の地上高が一様でないので，その補正と

して式 (2.8)を利用し， a=0.14としてきた。しかし，

この補正の他に，地表粗度の差異に対する補正も又必

要である。

いま Ta:ble.2.2に示すように地域を地表粗度に応じ

・て大きく分類すれば，その地域に対する aの値はそれ

ぞれ同表のように表わされる。

さて式 (2.8)による補正は，どの観測点も地表粗

度がBの地表粗度区分であると仮定して行っているの

で，地表粗度が異なる場合の補正は，この仮定を補正

すると云う観点から行なう必要があり，そのため補歪， 
係数kを同表に示した。したがって地表租度区分がB

以外の場合の補正は，風速値をKで除すことである c

しかし実際には， K>1.0となると考えられる地域て阿

期待風速がきわめて大きくなった地点についてのみ補

正を行った。
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Table.2.1 Expeted wind velocity (m/sec) for return period of 12 mouths 

再現期間12ヶ月のときの期待風速(m/sec)(表中のA欄は台風時のデータを除外， B欄は含む）

台風時のデータ 台風時のデータ 台風時のデータ
地点名

I 
BIA 地点名

I 
BIA 地点名

I 
BIA 

A B A B A B 

稚 内 18.3 18.3 1.00 北見枝差 15.7 15.5 0.99 羽 幌 15.9 15.9 1.00 

雄 武 19.2 19.1 0.99 留 萌 18.2 18.2 1.00 旭 JII 10.9 11.0 1.01 

網 走 15.9 15.9 1.00 小 樽 13.7 13.8 1.01 札 幌 12.3 12.3 1.00 
岩見沢 13.3 13.3 1.00 帯 広 12.3 12.3 1.00 釧 路 15.1 15.2 1.01 

根 室 17.0 17.0 l.QO 寿 都 23.9 23.9 1.00 室 蘭 20.2 20.5 1.01 
苫小枚 18.3 18.5 1.01 浦 河 24.1 24.1 1.00 江 差 25.1 25.4 1.01 

森 13.3 13.8 :1.04 函 館 15.6 15.9 1.02 倶知安 13.2 13.3 1.01 

絞 別 15.9 15.8 0.99 広 尾 17.3 17.4 1.01 大船渡 12.2 12.4 1.02 

新 庄 16.3 16.3 1.00 若 松 11.3 11.9 1.05 深 浦 17.0 17.6 1.04 
青 森 13.9 14.1 1.01 陸 奥 18.0 18.0 1.00 八 戸 16.5 16.6 1.01 

秋 田 18.3 18.4 1.01 盛 岡 14.0 14.1 1.01 宮 古 11.1 11.4 1.03 
酒 田 20.0 20.0 1.00 山 形 8.9 9.0 1.01 仙 台 12.5 13.1 1.05 
石 巻 14.2 15.0 1.06 福 島 13.9 14.0 LOI 白 河 15.4 15.5 1.01 
小名浜 13.5 14.1 1.04 輪 島 12.7 13.3 1.05 相 JI I 20.8 20.9 1.00 
，新 潟 17.4 17.5 1.01 金 沢 13.0 13.1 1.01 伏 木 11. 9 12.3 1.03 
富 山 13.1 13.3 1.02 長 野 12.2 12.2 1.00 高 田 13.3 13.3 1.00 
宇都宮 12.0 12.4 1.03 福 井 12.2 12.7 1.04 高 山 9.0 9.1 1.01 
f松 本 11.2 11.3 1.01 諏 訪 14.9 15.0 1.01 軽井沢 9.4 9.9 1.05 

（ ，前 橋 13.4 13.9 1.04 熊 谷 13.0 13.3 1.02 水 戸 14.0 14.4 1.03 
，敦 賀 13.8 14.2 1.03 岐 阜 11.0 11.2 1.02 名古屋 13.0 13.4 1.03 

r｝飯秩 父田
10.2 10.3 1.01 甲 府 14.1 14.2 1.01 河口湖 14.9 15.4 1.03 
9.3 10.0 1.08 銚 子 19.1 19.8 1.04 上 野 10.0 10.3 1.03 

¥し・津. 13.1 14.1 1.08 伊良湖 '20.6 21.5 1.04 浜 松 12.4 14.1 1.14 

濯御前崎 19.1 20.5 1.07 静 岡 11.3 13.2 1.17 島 13.3 13.9 1.05 
f東
I 

京 13.9 14.5 1.04 尾 鷲 10.9 11.3 1.04 石廊崎 20.8 21.8 1.05 

’I 9｝ 網勝 代浦
20.5 20.6 1.00 横 浜 15.3 15.9 1.04 館 山 13.0 13.2 1.02 
16.9 17.4 1.03 大 島 20.7 21.3 1.03 三宅島 23.0 23.4 1.02 

八丈島 22.2 22.6 1.02 千 葉 19.4 19.5 1.01 四日市 15.2 16.3 1.07 
日光 14.9 15.0 1.01 西 振〖 15.7 16.2 1.03 松 江 15.3 15.3 1.00 .. 

境 12.9 13.2 1.02 米 子 12.8 13'.0 1.02 鳥 取 13.6 13.8 1.01 
.f `  ~, ..!i5!. • 岡 10.1 10.3 1.02 舞 鶴 13.8 14.5 1.05 萩 17.0 17.2 1.01 
t浜 田 20.4 20.9 1.02 津 山 14.1 14.9 1.06 尽． 都 9.7 10.1 1.04 
！彦 根 13.2 14.0 1.06 下 関 16.9 17.4 1.03 広 島 12.5 13.4 1.07 . 

呉 12.8 13.3 1.04 福 山 9.8 -10~2 1.04 岡 山 11.0 11.2 1.02 
l ｝姫 " 路 12.0 12.9 1.08 神 戸 15.0 15.8 1.05 大 阪 12.3 13.1 1.07 
泣洲 本 17.9 19.4 1.08 和歌山 15.1 15.4 1.02 潮 岬 17.2 18.1 1;05 
勺奈 良 12.3 13.2 1.07 山 ロ 12.0 12.2 1.02 厳 原 15.1 15.7 1.04 
平 戸 11.:0 18.0 1.06 福 岡 13.7 14.0 1.02 飯 塚 13.9 14.2 1.02 
佐世保 13.2 13.9 1.05 佐 賀 10.9 11.4 1.05 日 田 9.8 10.1 1.03 
大 分 12.1・ 13.1 1.08 

長阿ru崎艮 11.8 12.2 1.03 熊 本 12.3 13.3 1.08 
h延 岡 14.7 15.4 1.05 13.9 16.0 1.15 人 吉 11.3 13.6 1.20 
t, 鹿児島 13.1 15.9 1.21 都 城 12.4 14.6 1.18 宮 崎 13.2 14.4 1.09 
枕 崎 17.3 20.3 1.17 油 津 17.0 18.0 1.06 屋久島 21.9 24.3 1.11 
種ヶ島 20.8 22.2 1.07 牛 深 16.1 18.9 1.17 福 江 16.4 17.2 1.05 
松 山 10.0 10.3 1.03 多度津 19.4 19.6 1.01 高 松 13.9 14.4 1.04 
宇和島 19.4 17.2 0.89 高 知 10.2 12.2 1.20 徳 島 15.4 16.3 1.06 

宿` 毛 17.9 -19.1 1.07 足 摺 16.8 18.6 1.11 室戸岬 26.4 24.9 0.94 
名 瀬 13.6 16.4 1.21 与那国島 19.4 19.9 1.03 石垣島 16.4 18.2 1.11 
宮古島 18.4 23.3 1.27 久米島 14.2 20.7 1.46 那 覇 17.7 20.7 1.17 
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2. 地域別基準風速の設定 -17-

Table.2.3 District where basic wind velocity is not less than 16 mis 

基半風速か16m/s以上の地域

戸
地方名

基準

嵐伐

道海
一
北

地 域 名 地方名

ほ

＇ 
約

r'

桑
，
＇

臼
必
を
…
＼

”n薔．9
1
;

．．．．． 

16m/s I t艮呈支庁全域，釧路支庁全域，舟局走支庁全域、 中 部

20 

留萌支庁全域、宗谷支庁（枝幸郡、宗谷郡）、

上JI[支庁（中川郡）、空知支庁叶神戸郡＼

石狩支庁（浜益郡，厚田郡、千歳郡）， 日忘支

庁1;少流郡、新冠郡，静内郡）、胆抵支庁（勇 I近 幾

仏郡， 凶小枚市， 白老郡，有珠郡，虹出郡）．

後志支庁（積丹郡，古平郡、古宇郡，岩内郡，

磯谷郡），渡島支庁（茅部郡J屯田郡，函館市），

18 柑内市、宗谷支庁（天塩郡）、登別市，濯逹市，

室蘭市、後志支庁（弄者Ii郡，肛牧郡）、渡島支

手山越郡上磯郡、松前宦），桧山支庁（瀬

棚郡久遠郡朗志郡，奥尻郡1

日高支1手（三石郡，酉河郡、様似郡，幌泉郡＼

桧山支庁 I桧山郡）

駐 北

p 

東関

tJi5_`
 

•. 

-
t
f
:，

t
i
§
9ざ

C,t'，

f

魚

9中部

み‘.
g
 .. 
{•• 

に

16 

18 

16 

詈森県全域

秋田県（秋田市，本荘市，由利郡を除〈全県）

山形県（最上郡，束日川郡，新庄市）

福島県（岩瀬郡西白河郡，白河市，頃貸川市）

秋田県（秋田市，木荘市，由利郡）

山形県 I/酉田市，鶴岡市，飽海郡）

栃木県＼那須郡）

茨城県（東茨城郡，新冶郡，行方郡，稲敷郡，

石岡市，鹿島郡，北相巴郡，竜ケ除市）

千葉県（香取郡，印麻郡成田市，佐原市，

船桔市，富津市，君圭市，館山市，勝浦市，

安房郡，鴨川市，夷隅都）

神奈川街、全域

18 I千葉県 (16m/sにあけた地域を除〈全域）

東京都（大旦支庁，三宅支庁，八丈支庁，

小笠原支庁

16 I新呂県＼岩船郡，村上市、北浦原郡、新発田

市，中雨原郡，新呂市，豊栄市， 白恨市，新

圭市，五泉市，西浦原郡，力0茂市，三条市，

燕市，南涌原郡，栃尾市，見附市，三恥郡，

長岡市．刈戌郡．中汲城郡）

静岡県（榛原郡．小笠郡．駿東郡．御殿場市）

山梨県（南都留郡．富士吉田市．都留市）

愛知県（豊橋市．新城市．西尾市，幡豆郡，

額田郡．知多郡．宝飯郡．豊）II市．浦郡市．

尾西市）

中国

四国

九 ,JI[

基準

風速

18 

16 

16 

18 

16 

18 

16 

18 

地 域 名

静岡県 (EB―1'i郡．虻海市、伊束市，酋茂郡，

下田市）

愛知県（屋芙郡）

新，匁県 (j年度郡）

三重県け丑勢市．門羽市、志歴郡，渡会部二

県町、四日市市，鈴鹿郡，三璽郡）

和歌山県（新宮市、東牟宴郡，西牟婁郡，田

辺市， 日高郡、御坊市、有田市，海単郡下津

町、海南市、和歌山市）

兵唖県 (rJtl本市，三原郡）

島恨県（益田市，週昧郡，邑知郡，大田市，

簸川郡，出雲市，鮫石郡、平田市、大原郡．

八束郡、松工市）

山口県 (I呵武詞萩市．大津郡、長門市，豊

甫郡，下閃市，「學狭郡、小野田市，宇部市），

箆岐t;

閏根県 (i兵田市，江，主市，那賀郡）

香川県（三豊郡，観音寺市，菩通寺市，丸亀

市，仲多度郡多度患町，稜歌郡宇多津町）

壱旦県〖嗚門市）

愛媛県（南宇和郡、北宇和郡、宇和島市，束

宇和郡西宇和郡，八幡浜市，喜多郡長浜町，

大1Jtl市）

高知県（宿毛市，中村市，土佐清水市，幡多

郡，安芸郡，安芸市）

為知県（室戸市）

福「両県はじ九州市中闇市，京都郡苅田町，

行橋市，遠賀郡

鹿児島県 (ijf属郡，揖宿郡，指宿市，川辺郡

加世田市，枕崎市、大島郡，名瀬市）

宮崎県（串間市，南那珂郡南郷町）

沖遜県

薩南諸iii;(上記以外の全島）
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Table.2.2 Classification of the roughness of ground 
surface and the values of power am eq. (2. 8) l) 

代表的地域とべき指数 aの値

参考文献

鋼構造架設設計指針付属資料，土木学会， 1978

補正地表粗度
地域 地表祖度の状態 a 1系数k区 分

海岸• 海上
海に面した開けた地

0.1 1.2 A 
域

開けた地域
草原，田畑のように

0.14 1.0 B 
開けた地域

1 2階程度の低層

郊外• 森
建築物か密集ないし

0.22 0.75 C 
は、森や林に囲まれ

た地域

市街 地
3階以上の建築物か

0.32 0.5 D 
密集する地域

次に台風における緊急対策がとれないような仮設構

造物については，風速の割り増しを考えねばならない

が， Table.2.1に示した BIAの値を参考にし，できる

だけ，地域毎に細かな数値にならないように考え，

Table. 2.4に示すように定めた。

Table.2.4 Typhoon factor, 

台風時の風速計算のための台風係数

地方名 県 名 台風係数

関東 千葉県 1. 1 

中部 静岡県，愛知県 1. 1 

近幾 兵唖県和歌山県 1.1 

中国 山口県 I.I 

四国 徳島県，嵩知県，愛媛県，香川県
哺

福岡県，佐賀県．長崎県，熊本県
鼻...

九州
宮崎県 大分県

鹿児島県 1.2 

沖蠅 沖編県 1.3 

2) 気象月報， 1964.1-1977.12

3) 菊地原英和，風速の再現期間計算法の比較考察，

天気第18巻 1号， 1971

4) 斉藤錬ー，， 日本各地の最大瞬間風速の分布，研

究時報，第19巻 1号， 1956

5) 斉藤錬ー，暴風の確率限界値，研究時報，第 9巻

7号， 1956

6) 仮設工業会，風に対する鋼管足場等の安全技術指

針解説（未発表）
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